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教育実習とは  

・子どもた ら けが のない学習 学習 を

・実習校の先生方 ら い 指導と なお を

・大学の教員職員 ら 大な と支援そ て資 を

それ れ いた いて 初めて成 するものです  

の が の「教 にな たい」とい い いを支 て れてい す  

です ら 観察実習 ら事前指導・ 実習・事後指導等に る で 欠席・

・ 等は て許 れない とです  

子どもた の前では なたも な大 の一員で る とを も らが

を せる「先生」の一 で る とを れないで い と ての自 ・ ・

る行 を め す  

そ て の教育実習を じて 子どもた と な い を作 教 に必要

な資 能 および を め に わ い「教育学」「学びの 」を する

的 を て い  

が い を持たれる われわれは最 の で の支援に

です  
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◆  
学科  免許状の種類 

子ども教育学科 

幼稚園教 一種免許状 

小学校教 一種免許状 

特別支援学校教 一種免許状 

幼稚園教 一種免許状及び小学校教 一種免許状の取得は 子ども教育学科に する

学生の が修得可能で る

◆  

 

　上記の他，別表に定める「日本国憲法」，「体育」，「外国語コミュニケーション」及び「情報機器の操

作」を修得しなければなりません。

特別支援学校教諭

専修免許状 一種免許状

修士の学位を有
すること及び
小・中・高又は
幼稚園の普通免
許状を有するこ
と

学士の学位を有
すること及び
小・中・高又は
幼稚園の普通免
許状を有するこ
と

50 26

基礎資格

免許状の種類

　所要資格

30

10 10 10 10

修士の学

位を有す

ること

学士の学

位を有す

ること

24 24

10 10

8 8

5 5

修士の学

位を有す

ること

学士の学

位を有す

ること

28 28

10 10

10 10

7 7

免許状の種類

　所要資格

中学校教諭

専修免許状 一種免許状

高等学校教諭

専修免許状 一種免許状

幼稚園校教諭 小学校教諭

専修免許状 一種免許状 専修免許状 一種免許状

大
学
に
お
け
る
最
低
修
得
単
位
数

教科及び教科の指導法に関する
科目（幼稚園教諭：領域及び保
育内容の指導法に関する科目）

基礎資格

教育の基礎的理解に関する科目

道徳、総合的な学習の時間等の
指導法及び生徒指導、教育相談
等に関する科目

4 4 10 10

教育実践に関する科目 7 7 7 7

大学が独自に設定する科目 26 2

修士の学

位を有す

ること

学士の学

位を有す

ること

修士の学

位を有す

ること

学士の学

位を有す

ること

16 16 30

28 4 36 1238 14

　合　　計 75 51 83 59 83 59 83 59

特別支援教育に関する科目
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【 】 目 

神戸大学で修得が必要な単位数については 表Ⅲに記 の で る

◆  目

は免許法上の指定科目（ 修）を す。

教育 免許法 66 の6に定める科目

免許法 に定める科目 等 記に する 設 科目

科　目　 　 単位数 　 　科　目 単位数

体　　　育 2

・ ー 科学実習基礎 1

・ ー 科学実習 0 5

・ ー 科学実習 0 5

日本国憲法 2
日本国憲法 1

日本国憲法 1

情報機器の操作 2
情報 シー 習 1

情報 シー 習 1

外国語コミュニケーション 2

1 0 5

2 0 5

1 0 5

2 0 5

幼稚園

表 領域及び保育内容の指導法に関する科目（幼稚園一種免許状）

　 要合計単位数

　 単位数 の 修・ は教 免許 得の めの 修・ を す。

　 「大学が独自に設定する科目」とし 14単位の修得が 要となるが 科目は2単位し 設しな め

表 の科目及び「領域及び保育内容の指導法に関する科目」 所定の単位を 修得し 単位数

これを す 要が る。

「領域及び保育内容の指導法に関する科目」 「教育の基礎的理解に関する科目」 「道徳、総合的な学習の時間

等の指導法及び生徒指導、教育相談等に関する科目」 「教育実践に関する科目」の修得単位数の合計が51単位

上 要

保育内容の指導法
情報機器及び教 の を 。

保育内容 （ ） 2

保育内容 （ ） 2

保育内容 （ と ） 2

保育内容 （ ）

表
幼 と表 ） 1

幼 と表 ） 1

2

2

2

2

保育内容 （ 表 ）

間関

1

1

1

1

領

域

に

関

す

る

専

的

20

保育内容 （ 表 ）

幼 と

幼 と 間関

幼 と

幼 と

保育内容 （ 間関 ）

科　目　 　 単位数 設 科目
単位数

修 法
修

－ 3－



修

2

2

・
2

2

2

2

2

1

・
2

2

2

・
2

・
2

1

4

・ 2

2
大学が独自に

設定する科目
の保 と

表 「教科及び教科の指導法に関する科目」を 科目（幼稚園一種免許状）

免許法 に定める科目 等 記に する 設 科目

修得 法等
科　目 科目に める 要 単位数 　 　科　目

単位数

教育の基礎的

理解に関する

科目

・ 教育の理 びに教育に関する 及

び

10

保育 理（ と日本の 幼 教育）

・ 教育に関する 的、 的又は

的 （学校と 域との 及び学校

の を 。）

教育 学（幼・小）

教育 の 及び の 法（

ュ ・ ン を 。）
幼 教育

2単位 修

教育 理（ と日本の学校教育）

教 の 及び教 の ・ 内容

（ ー 学校 の を 。）
教 2単位 修

理学（幼・小）

・ 特別の支援を 要とする幼 、 及

び生徒に する理解

特別支援教育 （幼・小） 1単位 修

教育 学（幼・小）

・ 幼 、 及び生徒の の 及び

学習の

幼 理学 2単位 修

・ 教育の 法及び （情報機器及び教

の を 。）

幼 教育内容・ 法

等教育 法学

2単位 修

2単位 修

4
幼 理解の理 及び 法

幼 理解と教育相談 2単位 修

教育相談（ ン ン に関する基

礎的な を 。）の理 及び 法
等学校教育相談

道徳、総合的

な学習の時間

等の指導法及

び生徒指導、

教育相談等に

関する科目

合　　　　計 21 合　　　　計 22

（免許法 に定める最低修得単位数） （本学 の最低修得単位数）

教 実践 習 2 教 実践 習（幼・小） 2単位 修

教育実践に関

する科目

・ 教育実習 5

等教育 ・ 指導 1単位 修

等教育実 4単位 修

２単位

必修

－ 4－



小学校

表 教科及び教科の指導法に関する科目（小学校一種免許状）

　 要合計単位数

外国語 等 語教育 2

体育 等体育科教育 2

等 科教育 2

作 等 科教育 2

教

科

の

指

導

法

（

情

報

機

器

及

び

教

の

を

。

）

国語

（ を 。）
等国語科教育 2

理科 等理科教育 2

数 等 数科教育 2

等 科教育 2

作

等生 科 2

等 2

等 科教育 2

生 等生 科教育 2

　 単位数 の 修・ は教 免許 得の めの 修・ を す。

　 「大学が独自に設定する科目」とし 2単位の修得が 要となるが 科目は 設しな め 2表 の

科目及び「教科及び教科の指導法に関する科目」 所定の単位を 修得し 単位数 これを す 要

が る。

等 科 2

教

科

に

関

す

る

専

的

国語

（ を 。）

30

等国語 2

2

等理科 2

2

等 数

等 2

「教科及び教科の指導法に関する科目」 「教育の基礎的理解に関する科目」 「道徳、総合的な学習の時間等の

指導法及び生徒指導、教育相談等に関する科目」 「教育実践に関する科目」の修得単位数の合計が60単位 上

要

数

理科

生

外国語 等 語 2

体育 等体育 2

「教科に関する専 的

」の 科目

単位 修

等 科

科　目　 　 単位数 設 科目
単位数

修 法
修

－ 5－



修

2

2

・
2

2

2

2

2

1

・
2

・ 2

・ 2

・ 2

・
2

・

・
2

・
2

1

4

・ 2

表 「教科及び教科の指導法に関する科目」を 科目（小学校一種免許状）

免許法 に定める科目 等 記に する 設 科目

修得 法等
科　目 科目に める 要 単位数 　 　科　目

単位数

教 の 及び教 の ・ 内容

（ ー 学校 の を 。）
教 （小） 2単位 修

・ 教育に関する 的、 的又は 的

（学校と 域との 及び学校 の

を 。）

教育 学（幼・小）

10

教育 理 と日本の学校教育 2単位 修

日本教育

教育 学（幼・小）

・ 幼 、 及び生徒の の 及び学習

の

理学（幼・小）

道徳、総合的

な学習の時間

等の指導法及

び生徒指導、

教育相談等に

関する科目

道徳の理 及び指導法

10

等道徳教育

の と学習

・ 特別の支援を 要とする幼 、 及び生

徒に する理解

特別支援教育 （幼・小）

教育の基礎的

理解に関する

科目

・ 教育の理 びに教育に関する 及び

2単位 修

総合的な学習の時間等の指導法 総合的な学習の指導法 小 2単位 修

教育 の 及び の 法（ ュ

・ ン を 。）
等 ュ 2単位 修

特別 の指導法 等特別 指導 2単位 修

教育の 法及び （情報機器及び教 の

を 。）
等教育 法学 2単位 修

生徒指導の理 及び 法

指導及び 教育の理 及び 法

等生徒指導 （ 指導

を ）
2単位 修

教育相談（ ン ン に関する基礎的

な を 。）の理 及び 法
等学校教育相談 2単位 修

1単位 修

合　　　　計 27 合　　　　計 30

・ 教育実習 5

等教育 ・ 指導 1単位 修

（免許法 に定める最低修得単位数） （本学 の最低修得単位数）

教 実践 習 2 教 実践 習（幼・小） 2単位 修

教育実践に関

する科目

等教育実 4単位 修

２単位

必修

２単位

必修

－ 6－



特別支援学校

表 特別支援教育に関する科目

免許状の種類

及び単位数

特別支援学校

一種

特別支援教育総 2

特別支援教育学 1

生教育 2

理学 ・ 理学 2

と 生 1

学 ・ 理学 2

的 の生理・ 理 1

体 自 理・生理・ 理 2

的 支援学 2

教育 2

体 自 教育 2

と 生 1

　支援教育 学 2

　 支援学 1

学 と の 2

語 と教育 学習・ 語 理学 1

と ーション 1

支援学 1

語 と教育 学習・ 語 理学 1

に の る幼 、

又は生徒の 理、生理及

び 理に関する科目

に の る幼 、

又は生徒の教育 及び

指導法に関する科目

支援学 1

3 特別支援教育実 3

1  科目は，指定科目（ 修科目） る。

2 教育実習は， とし （ 特別支援学校）に実 する。

に の る幼 、

又は生徒の 理、生理及

び 理に関する科目

に の る幼 、

又は生徒の教育 及び

指導法に関する科目

に の る幼 ，

又は生徒の 理、生理及

び 理に関する科目

に の る幼 、 又は生徒に

の教育実習

5

に の る幼 、

又は生徒の 理、生理及

び 理に関する科目

に の る幼 、

又は生徒の教育 及び

指導法に関する科目

16

2

に の る幼 、

又は生徒の教育 及び

指導法に関する科目

特別支援教育領域

に関する科目

免許状に定め れ

ることとなる特別

支援教育領域 外

の領域に関する科

目

特別支援教育に関する科目 本学 定 科目
単位

数

一 特別支援教育の基礎理 に関する科目

－ 7－



  

子ども教育学科の学生は 則と て１ に「観察実習Ⅰ」 ２ に「観察実習

Ⅱ」を履修する  

「観察実習Ⅰ」「観察実習Ⅱ」ともに 神戸 定校園にて幼 ・ の観察

を行  

「観察実習Ⅰ」 

数：全員が幼稚園・小学校・特別支援学校に１ つ 

：６  

「観察実習Ⅱ」 

数： 幼 教育学 ース・・・幼稚園に３  

  学校教育学 ース・・・小学校に３  

：６  

の他 実習前と実習後にはそれ れ事前指導・事後指導が 参 必 で

る

観察実習の記録は 事前指導 に する を て するため

大 に する と 表 に「教育実習の記録」と 記 学生 も

記 する と

は観察実習事前指導にて する

学生は 記の でないので 科学部 第二 ン ス事

教 学生 および子ども教育学科教員にできる け する と

－ 8－



  

１ 幼稚園・小学校における教育実習の受講資格 

（１） 則と て 学部：３ （申込 は２ ）

（２） の科目（単位）を教育実習 でに修得できる

幼稚園 第１表（「 および 育 の指導法に する科目」） ら 単位

第２表（「 および 育 の指導法に する科目」 の科目） ら 単位

 

小学校 第１表（「教科及び教科の指導法に する科目」） ら 単位  

第２表（「教科及び教科の指導法に する科目」 の科目） ら 単位  

（３） 業後 教職に とを 望 ている

（４）初等教育事前・事後指導を必 受講できる

教育実習の履修要 について  

小学校・幼稚園

「初等教育事前・事後指導」（１単位）

「初等教育実 研究」（４単位）

（ ）小学校・幼稚園教 免許取得希望 は の２科目（ ５単位）を い れも 則と て

一 において履修する

（ ）特別支援学校教 免許取得希望 は「特別支援教育実 研究」を履修する 履修の前

でに幼稚園 小学校の免許を取得するための教育実習を別 履修 てお 必要が

る

「資格免許のための科目」について  

（ ）「資格免許のための科目」は 学生 覧の ージの一覧に る科目の を指す

注意 「資格免許のための科目」 「教員免許取得に必要な科目」ではない

（ ）「資格免許のための科目」は 業要 に れない

（ ）「資格免許のための科目」は １ に履修できる単位数の （ ）に れない

「観察実習Ⅰ」「観察実習Ⅱ」「初等教育事前・事後指導」「初等教育実 研究」「特別支援

教育実 研究」は 子ども教育学科の 科目で 「資格免許のための科目」ではない

が 特 な いの科目で 業要 には れるが には れない  

２ 教育実習の申込方法 

教育実習については 科学部子ども教育学科で を する 則と て２

に初等教育実習の申 込 を ３ に実習を行  

に参 ていない 指定の でに申込を行 ていない は の教育実

習を履修する とができない  

た 特別支援学校教 一種免許状の取得を希望する は ２ に初等教育実習

に参 ・申込を行い ３ に実習を行 た後 ３ 後 に特別支援学校教育実習の申込を

行 と 特別支援学校教育実習は４ に行  

なお，教育実習は１ で１校種の 履修可能で る
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３ 初等教育実習全体スケジュール 

ージのスケジュール を参 する と  

スケジュール については によ て なる 合が るので を する と

幼稚園実習希望 は 神戸大学 幼稚園も は神戸 園での教育実習になる

小学校実習希望 は 神戸大学 小学校も は神戸 校での教育実習になる

学校園の受 定員及び希望 の ら 実習 定校園について 学校園

神戸 校園に けを行い 等によ 実習 定校園を する

教育実習申込 の注意 その他

（１）教育実習 は 基 的に小学校免許取得には４ （20 日間）実習を行 とが必要

で る

（２） 学校・ 等学校（ 「 」と ）の教育職員免許状も取得 よ とする 合 小学校

で４ の実習を行 ていれ の 学校における教育実習は２ とする とが可

能で る（た 等教育学校での実習に る）

での教育実習を希望する は の申込とは別に らためて学 部

教育 ループにて 自で申込を行 と なお の教育実習申込 は

４ 初 に てお れに参 なけれ 実習は められない の授業 よ

も い で する とも るため 注意する と

３ 申込 後 記 た 先等（特に ）が 更にな た 合 科学部

第二 ン ス事 教 学生 に必 らせる と

４ ３ ４ で 留学等を 定 ている 合は １ ２ の で 科学部教

学生 に る と

５ （は ） の 体が る とを てお と

６ 留学を 定 ている 合は 「七 留学を希望する学生の教育実習について」を

する と
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 ※下記のスケジュールは，変わる場合があります。　必ず掲示で周知される内容を確認してください。

【１年次】
４月

２～３月

【２年次】

４月上旬

【３年次】

４月

５月～１１月

１２月頃

【４年次】

５～６月

７月 一括申請

９～１０月

第３・４クオーター

１２月

３月

国際人間科学部２年生
ガイダンスに参加

国国際際人人間間科科学学部部子子どどもも教教育育学学科科でで開開催催さされれるる
教教育育実実習習説説明明会会((幼幼・・小小））にに出出席席しし，，

教教育育実実習習にに申申しし込込むむ

初等教育実習・特別支援学校教育実習の流れ

国国際際人人間間科科学学部部子子どどもも教教育育学学科科でで事事前前指指導導をを受受講講

初初等等教教育育実実地地研研究究（（本本実実習習））

幼幼稚稚園園実実習習者者
事後指導（附属園にて）

小小学学校校実実習習者者
事後指導

学校教育学：小学校

特特別別支支援援学学校校教教育育実実習習 事事前前指指導導

一一括括申申請請＜＜仮仮申申請請＞＞：教育職員免許状取得希望調査表の提出

一一括括申申請請＜＜本本申申請請＞＞：教育職員免許状授与申請書の提出

卒卒業業時時，，学学位位記記とと同同時時にに
教教育育職職員員免免許許状状をを授授与与

特特別別支支援援学学校校教教育育実実習習
春春にに実実施施のの場場合合ももあありりまますす

乳幼児教育学：幼稚園

１２月上旬

介護等体験申込

（小のみ）

国国際際人人間間科科学学部部教教務務委委員員会会にに

よよりり調調整整，，

下下記記ののいいずずれれかかにに配配属属

・・神神戸戸大大学学附附属属小小学学校校
・・神神戸戸市市協協力力校校

国国際際人人間間科科学学部部教教務務委委員員会会にに

よよりり調調整整，，

下下記記ののいいずずれれかかにに配配属属

・・神神戸戸大大学学附附属属幼幼稚稚園園
・・神神戸戸市市協協力力園園

教教職職実実践践演演習習

コース選択
学校教育学コース or 乳幼児教育学コース

観
察
実
習
Ⅰ

観
察
実
習
Ⅱ

教育実習関連ガイダンス
（初年次セミナーで行う）

特特別別支支援援学学校校教教育育実実習習申申込込（希望者のみ）
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スケジュールについては によ て なる 合が るので 実習 の を する

と  

１ 初等教育事前・事後指導 

 ：初等教育実習に参 する全学生（前 教育実習申込 を た ） 神戸

校園に が た学生も 事前指導及び事後指導は 校園実習 と に受ける  

実施 ：事事前前指指導導・・＜講 ＞  ４  の講 （ ３ に けて実施 定） 

＜学校参観＞ ５   合 ３ の参観 

（実習校園２ 及び特別支援学校１ ） 

事事後後指指導導・・＜講 ＞ １２  ２ の講  

については 等にて

持  参： 記 教育実習の記録 

（１）事前指導スケジュール（ 定）

教育実習を行 前に事前指導を行 学校教員・教員 験の る講 等 ら実習に行

の 等の講 実 に学校に訪問 授業等の参観を行 等については で

するので てお と  

１ 神戸 校園で実習する も 校園で事前指導と て実習校参観を行

２ 教育実習を履修する には 学生教育研究 （学研 ） に た で

ース（インターンシップ・教職資格 等 ）に

する とが けられている  

（２）事後指導スケジュール

実習 の１２ に行 ので 実習を行 た は全員必 席する と 等につい

ては で するので てお と  
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（３）事前・事後指導の欠席について

教育実習事前・事後指導に全 席 なけれ 教育実習の単位は められない

（ ） るいは の の事 等 を得ない事 によ 教育実習

事前・事後指導を欠席する ととなる 合は 必 に 科学部教 学生 け

る と  

なお けによる欠席 訪問 参 等による欠席はも の と の

と 注意等の によ 欠席するよ な に ては 教育実習 の参 を めな

い  

教育実習は 実習と事前・事後指導 ら 成 れてお わせて単位 定がな れる

スケジュール（実施 ・ 等）については 更 れる 合も る については

科学部 第二 ン ス事 教 学生 の で するので と のな

いよ に注意する と
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１ 「教育実習の記録」について 

「教育実習の記録」は 実習校での実習を行 に た て 実習 の行事

の観察 省 等を記録するためのもので る た 記録 も実習生の評価

の となるので と記 する と （ 可） 

「教育実習の記録」は 実習を行 学 の４ 初 に 手可能となる 定で る 自

手の 事前・事後指導にも必 持参する と  

表 の学部指導教員は が て ら 自 の 教員 を記 する  

２ 教育実習校園に持参するもの 

校園で実習する 合と 神戸 校園で実習する 合には いが るので

等によ 注意する と  

３ 研究授業の大学教員の訪問について 

大学教 の が 要な実習校園 るの ，教育実習の記 に記 し 学 指

導教 （自 の ミの 教 ）に学校園 が し お こと。

４ 教育実習による授業の欠席について 

教育実習 で大学の授業に 席できない とを履修 ている授業の 教員 実習

前に を 欠席 を てお と た 欠席 た授業についてどのよ に

てもら る を てお と  

欠席 は 第二 ン ス事 教 学生 事 前の に いている

５ 教育実習の辞退について 

な での実習辞退 実習 前の辞退等は 実習校園に 大な を け

る けでな の 学教育実習生の受け れを られる一 になるので め

られない  

６ その他 

・教育実習の申請 は必 る と

・教育実習 には 必 席する と

・ ー ージなどによ 注意 と のないよ にする と

・教育実習に行 でに る け単位を修得 てお と

・教育実習生とい をわき 実習先の との 先 は に ない と

・ （記 学習記録 を問わない）は で る

教育実習の事前実習・本実習・事後実習に 

無断欠席・遅刻をした場合は，当該年度の教育実習について 

取消処分の対象となるので，注意すること。 
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留学を希望する学生で３ ４ で 留学等を 定 ている 合は １ ２ の

で  科学部 第二 ン ス事 教 学生 および子ども教育学科教

員 に る と  

  

教職実践演習は 教員になる で自己にと て が で るの を自 必要に

じて ている 能等を い 更なる を目指す とを目的と た科目で

４ 後 に履修する ととなる  

教職実践演習を履修するに た て 教員免許状取得に必要な科目の履修を めて

ら教職実践演習の授業を受ける での に 自で履修カルテ（ ）を作成 なけれ な

らない  

履修カルテの は 科学部 ー ージに 定で る

１ 履修カルテの種類について 

＜履修カルテ①（教職に必要な科目の履修状況）＞ 

教員免許状取得に必要な科目の履修を めて ら単位を修得 た科目について記

する と  

教職 科目について 講 等に注意の 履修 をたてて記 する と  

＜履修カルテ②（自己評価シート）＞ 

教員と て必要な資 能 について 講 ・教育実習・介護等体験等の を

て についている ながら自己評価を行 と  

２ 履修カルテの について 

履修カルテは ４ 前 に 科学部教 学生 に する と  

する については するので 注意する と  

の た履修カルテについては 教員が ントを記 たの に 教職実践

演習において する  
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１ 「介護等体験」とは 

成１ ４ （１ ） 学 ら 小学校及び 学校教 の免許状を取得 よ と

する 合は 特別支援学校及び 施 において の「介護等体験」を

する とが けられた  

「介護等体験」は 等に する介護 介 及び れらの との 等

を行 とな ている た 介護 介 の 等の 手 の いな

どの 等の体験 るいは とい た受け れ施 の職員に必要と れる業

の などの い体験が る  

神戸大学の 合 特別支援学校は神戸大学 特別支援学校で行い 施

は に申込 の 施 において介護等体験を行 て

いる  

則と て教育実習に行 前の学 （ 則２ ）で実施 数は特別支援学校で２

施 で５ の わせて が必要となる  

２ 介護等体験実施の全体スケジュール 

介護等体験の申込 ら事前指導等全体のスケジュールは 表のとお  

事前指導 実施 等の は 学部 は学 部学 教育 の

に れるので ッ てお と  

１  

１１  

１２  

１  

介護等体験（前 ）申込  

申込 め  

事前指導  

２  

４  介護等体験事前指導 

施 特別支援学校の実施 等を  

施 定の「事前 事項」を ） 

大学の を 自 せてお と

よ わ る 施 教員免許 のための イ

ッ を神戸大学生 合学生 （ ）で

事前指導 に持参する とが望 い

５ １１  

５ ３  

施 による介護等体験実施（５ ） 

特別支援学校による介護等体験実施（２ ） 

２つの施 等にて体験を 行わなけれ ならない

体験 後 「体験記録」と「 」を学 部学 教

育
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３ 注意事項 

（１） 介護等体験申込 に 施 体験 と て１ する 申込 後

取 た 合でも はできない た 体験 の他に受け れ施 によ そ

の他行事等で必要なときは 別 を れる 合が るので 体験施 定

に する「介護等体験事前 事項」を する と

（２） 介護等体験を希望する は 学生教育研究 に た 学研

（ ース）に する とを けている 事前指導 に

する

（３） 施 での介護等体験では の を なけれ ならないので

介護等体験に参 する前 の４ に実施 れる大学での を必 受 てお

と

５ 前 に 施 での介護等体験が る は 学 部学 教育

ら指 が れ 一 い の を受 する と その

ンターに介護等体験に必要な を を てもら よ に申 る と

た （は ） の 体が る とも が必要となる

（４） 大学で行 事前指導には 必 席する と 欠席の 合は 介護等体験に参 で

きない

（５） 施 で れた「介護等体験 」２ （ ）は 免許状取得申請

に必要となるので 自で する と は れない

（６） 介護等体験は 小・ 学校免許を取得するための必修実習で る 的な事 で

実習取 はできないので な 持 で申込 を ない と

（ ） 申込 後に取 た 合 介護等体験の申込 をする とはできないので

注意する と

学 部学 教育 第一 ン ス 事
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１ 目的 

教育 で教育 に する支援 業 を 的に 験 せていた とで

学生に実践的な教員の資 を 得 せる と た 学生が自 の教員と ての を する

とを目的とする  

２  

体的な と ては 園 ・ 等との 育実践・授業 行事 の参

事 作業の 育 後 の 授業の 等が 定 れる  

それ れの は学生によ て なる た を の最大 とする  

３ 「学校インターンシップ 」について 

後に 学校園 ら大学 れる「学校インターンシップ 」に基 き

大学が単位を 定する 神戸 教育 員 作成の 一 を する プ ント ト たものを

学校園に 学生が 校 に と を記 する  

４ について 

数 については 学校園と学生の合意によ 更可で る 学校園 らの

要望が れ 学生と の 実施 を ・ 更する とは可能で る た 学生 らの

な 更は 則と て められない  

学生の単位 定には最低 の が必要で る のため 等で 定 に で

きな た 合 最低 の を たすよ に別 での を許可 て 必要が る  

５ 持 ・ 等について 

でない ・ス ーカーを基 とする な ても できる とする  

が必要な 合は 基 的に学生が持参する  

６ 履修 の注意 

学校インターンシップⅠについては 校種の の める 神戸 定学校園で

行 できるのは 則観察実習Ⅱの実施 となる  

学校インターンシップⅡについては 校種での が 則で るが Ⅰで 校種での

を 験 ている学生の 免許の校種でも できる 神戸 定学校園で行  

学校インターンシップⅢについては 校種での が 則で るが Ⅰ たはⅡで 校

種での を 験 ている学生の 免許の校種でも できる 神戸 定学校園に

での も可能で る  

学生の 希望 と 学校園の受 可能 を 実施 が 定 れる  

は にわたるが 履修 録は第 の履修 録 にする必要が る  
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則と て大学 ら 教育 員 に一 申請をする 手続きの については ６

及び１２ に 科学部 第二 ン ス事 教 学生 に するの

で注意する と  

① 一 申請 （ の方法で申請をする）

一 申請は 業 込 が大学を じて 教育 員 に行 手続きで る

なお 学部が 定を受けている校種 の免許状を取得 よ とする 合には

申請となるので注意する と  

＜申請手続き＞ 

取得 込 は ４ 前 の指定の （ ） でに 定の を

第二 ン ス事 教 学生 に する と （６ に申請 を する） 

に 後 の１２ に 第二 ン ス事 教 学生 で手続きをする と （１

１ に申請 め 申込 方法を する） 

４ 前 に を ていない は 申請する とができない

＜申請必要 類 １２ ＞ 

・教育職員免許状授 申請 ・ （ 必要）

・介護等体験 （ ）２ （小・ 学校免許状取得 の ）

・戸

注）申請 類等は 必 戸 の を記 する と

類については 申請 等と に する注意事項を する と

② 申請

申請は 業生（科目等履修生 講生等） 一 申請手続きを な た

の手続き方法で る 申請 は 申請に必要な 類が いつでもよいが ３ は

合い が るので 事前に教育 員 に するなど留意する と  

必要 類については 自申請する教育 員 に問い合わせ たは で する

と  

＜申請手続き＞ 

自 教育 員 （ 則と て の ）に申 て 申請 類の を受け指

どお 類の ・申請手数 の を行 申請方法等については 申請先の教育 員 に

する と  
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成１ ６ の 教育職員免許法の成 によ 成２１ ４ １ ら教員免許更新制

が た  

１ 教員免許更新制の目的 

教員免許更新制は その で教員と て必要な資 能 が 持 れるよ 定 的に最新

の 能を に ける とで 教員が自 と を持 て教 に の と を得

る とを目指す   

教員免許更新制のも とも基 的な イントは のとお  

①更新制の目的は その で教員と て必要な最新の 能を につける と

② 成２１ ４ １ に授 れた教員免許状に１ の が れる と

２ で３ の免許状更新講習を受講・修 教育 員 に免許状の更新手続

きを行 必要が る と  

２ について 

免許状 は特別免許状の は 要資格を得て ら１ 後の でとなる  

「 要資格を得て」とは 免許状の授 に必要な学位と単位を た た状 の と

つ 令 ２ ３ ３１ に 要資格を得た が 令 にな て ら免許状授 の申請

を行い ３ ３１ に免許状を授 れた 合でも 令 １２ の３ ３１ が の

となる  

よ て 大学の教職 で単位を取 た後 教育 員 に授 の申請を ない

で ても 授 れる免許状の の は じとい とになる   

＜ ＞ 

令 ２ ３ ３１    令 ３ ３１      令 １２ ３ ３１  

（ 要資格を得て）     （ 業後 免許状申請 授 ）     （ の ） 

３ 免許状の について 

成２１ ４ １ 更新講習を受講・修 な た 合は する ととなるが 更新

講習を受講・修 する とによ て な免許状を び取得する とができる   

なお 免許状が た 合（修 でに更新講習を修 ていない 合）でも

免許状を取得 た に 授 の基礎とな た教職 の単位 で にはならない   

よ て めて大学で教職 を受講 単位を取得する必要はな 更新講習を受講・修

する けで 免許状の 授 を受ける とができる  

記 は ＜ ＞ 教員免許更新制の 文部科学省初等 等教育 教職員   

成２３ ２ ら一部 たもので る  

更新講習の については 文部科学省 ー ージを参 する と  

 

なお  教育職員免許法などの 法の によ 後 の に 更が生じる 合が

るので注意する と

ら１  

－ 20 －



  

  

コ な な 園に ことが な 中 ， んが る け 体的に 幼 保育実践に

ー し， ることの る ， が れ る 等を びまし 。

中には， ン ー 上に る の ります。日 の と る教科

を通 学びを大 にしなが ， の を すること んの学びが り一 まることを

ます。（ ）

幼稚園における教育 の基 り，法的 を の す。幼稚園教育要領に基 ，

園 実践を計 し，実践することが め れます。内容は 的 的 る め，最 は

の 実践の内容を 体的に ー するのが し しれません。し し， 実習等を通

生の を間 ること ，要領の内容が と に れ，理解が り まると ま

す。 ， 実習の に ん 。

◆

2017 に，幼稚園教育要領，保育所保育指 ，幼保 定こ 園教育要領が （定） れま

し 。なお，幼稚園教育要領及び幼保 定こ 園教育・保育要領 は を，保育所保育指

は 定の語を ることが通 る め， （定）と記し ます。 （定）の には，

の れに の の ， の な が ります。本 は，実 に

（定）の作 を め れ に ，要領・指 の の な が の な ・

修 等 れ の が し 解 れ ます。ま ， 要領・指 と 要領・指 の 表が れ

おり， （定） れ 所が一目 る にな ます。

◆
（定） れ 要領・指 は，「幼 の りま に育 し の 」が れまし

。これま 幼 教育にお 大 に れ ことが， り に れ と ます。 と ば

の は，小学校教諭 保 な に保育 幼 の独自 を り保育 自 の 理解を

め りする めに することが ます。本 は， の の れ れに と に

れ ます。
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◆

（ ）（2021 5 1 ）

保育士 保育教諭が とし 記 れ ますが，幼 と関 る幼稚園教諭にと 資

す。「 を する」「 の を保 する」とは の なことなの ， の を

し な 保育 の は の な の るの と ことが 体的に理解 ます。 な

と れる関 りに の記 に ， の解 り 援 の り に れ ま

す。 の め，実 に と関 る の自 の の に する自 の の り

りの に と ます。 国保育士 の にお れ ます。

◆
本 は，実 に 保育園 の の に の な を とに，な が

こ の が れ ます。日 の との相 作 理解， ，保育 間の ，

保 との と 保育 の専 が， の を ることに なが ると ことを

る一 す。

◆

教育実習に に し お ことが れ ます。 大を け，自 の学習支援の

めに， ば の （ ）（2021 5 1

） は本 の一 が れ ます。 。

◆  

本 は，実習の 要 実習 の ，日 指導 の ， 実習 実習に の記 に

，保育実践の が とと に れ ることが特 す。 の の ・

関 を ，自 が の に保育 とし とし する を ることが ます。ま

に する の れ おり，保育 の を学 こと ます。 に，保育

に と に解 がな れ おり， が の びに の に する を学 こと

ます。 実習 は， を 保育を ること の 保育 の援 を り れ，

学びが まる に ます。本 は，保育を する上 を し れます。なお 2020

に れ め，コ における教育実習 の に れ ます。
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◆   

 

本 は， れ 保育の の ケー の日本語 す。6 の領域（ 間と ，

， と ， ，相 関 ，保育の ）に の 35 目の 目が設定 れ ま

す。 目に ，「 」「最低 」「 」「と 」の 4 とに 体的な内容が 2

5 記 れ る め， 保育 の援 に 体的に理解 る になります。

れ る め 目が日本の に合 とは りませんが，保育を し り実践し

りする上 を し れ ます。

◆

日本中の園の保育 が， な ー と に れ ます。 おまま とと

びを にする ， 数 ， と の育 学びを支 る ，3 上

け な 0，1，2 の めの に と解 が れ ます。 の に

の ・関 ， を し，育 学びを支 る な の ・ に

に れ ます。

◆

な 日 （記 ）を の ， を の に の と ことに れ ま

す。本 の一 上 の ば の 上に れ ます。 。

◆

教育実習の記 は， 実と自 の解 を け ことが 要 す。 と ば，「 は し

」は解 す。 の ，目 ， の と 実を記 すること ，な

し と自 は解 し の を理解することが ます。ま 実と に の 実を自 が の

に解 し に 他の 生 実習生に ること ，別の解 を得 れる がり

ます。この な は， なる 理解に ながります。本 は，0 5 の の育

を支 る実践 と の記 が ん れ ます。 にお は， 保育 の

と 実が と に記 れ ます。ま ， の な 実を保育 が の に解 し，

の な援 を が け れ ます。
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◆  

本 は， の を とし 指導計 を ることに 解 れ ます。実 に，0 5

の れ れに ， の ，内容， ，保育 の 等が れ る指導計

の が れ ます。 の め， にお を計 する上 し ことを 体的に

理解することが ます。ま 指導計 の と内容の 目 は，幼 の りま に育 し

10 の が記 れ ます。 ， の育 学びの を ， し，援 する めに，

指導計 を の に り し りする に 学 ことが ます。

 

◆
びの中 ， が ， ， ， ， ， ， ， ， な な のに ，

と ， ， ， れ ， ことを にし り り 生と

し りする を目にし お れるの はな し 。本 は， の りの 的な の

な のに ， の「 ン ・ ・ ン ー」の大 ， と に し，

の ことを支 る大 の の 要 が に れ ます。

◆
実習の中 ，お の時間に が に んなことを す ，園

を育 る を間 の はな し 。本 は，保育 とし の保

に する 育に に り ， の となる の 育 ， 等に関する が と

に れ ます。

◆

幼 教育・保育学に ， 科学 理学な 他領域の ん ること ， 幼 の

に の は日 す。 と関 る専 とし ， の ー は

ると ます。本 は， 理学 類学な の を し ， 自 の育と ・学

とする を に ます。保 に け れ 本 る め， す 内容とな

ます。
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◆

の し に関する と 目の が れ ます。ま ，2 5

の を しなが ，日 の に を し， 理解を める が

れ ます。 に園における 保育にお ，「 になる」 の援 を の に め

， に する援 は する ， に保 を支援する と ことに

と に れ ます。保育 とし ， 保育 の の育 合 学び合 を の に

支 を る上 の ン を し れる本 す。

◆  

保育の を ・ 上し， の り 育 学びを支 る めには，保育 が学び けること

が大 す。本 は，国内の な園 の な 修が れ るの が 資 とと に

し 解 れ ます。特に，保育 の の ，保育 の援 が 修の に

し る が 等 れ る め，園内 と に学び けることの 要 が ま

す。

  

小学校の教育実習を に ，教育に する学びを める を します。 の関

り上 れな 数 るの ， 本 シ ー 本の他の ， の

， になる本を にと 。

 

 

これ んは， な教育 法・ に れることになります。教育 法を は， が

しません。 の め， ま まな教育 法を理解する 要が ります。 の一 ，教育 法 れ自

体を し，自 の「教育 法 」を すること 大 す。本 は，教育 法を る 理的・

的 れる す。（ 本 ）

教 の を高める 一 は， す。本 は， とは の な なの ，

を るとは ことなの ，な に り す れ ます。 実習ま に

一 し お と， の が る し 。 に， の り り ， に し

れ るの ， 教育実習 の を り る れます。（ 本 ）
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にする 理解とは，一体 の なことを指すの し 。本 は， 理解に

，教育実践に基 なが れ ます。 が る と， の に り 教 の に

大 に せ れます。ま ， （教 ）に る実践記 を中 に れ おり，学校 の

を ること ます。 との関 り ，学校 の 状を 体的・実践的に学び にお

すすめ す。（ ）

教育実習 は，学校 れる独特の 語を にすること る し 。本 は， 語

学 語の な ， 語に し ます。小学校教育に関 る との とな お

り， を を めること ます。教育実習の内容を Q A 理し ー り，

教育実習の 習が す。（ ）

 

4 に 修する「教 実践 習」を ，教 に め れる を「教 に め れる教 」，

「 ・生徒理解と 間関 」，「教科内容に関する ・ 」，「教科等の りの 」，

「 」の り上 ます。本 が する に り こと ，教 に め れ

る を に けることが ます。（ 本 ）

りを「目的・目 」，「教 ・学習 」，「学習の れと の 」，「 と ー」，「

」と 5 の （ ） 解 し ます。 ん自 が作 し 指導 を 5 の

すること ， な が得 れる しれません。 りの に る 的 に

し るの ，5 の が単なる ニ に ることを れます。（ 本 ） 

 

「教 に せる 」（ な「 体」の ）に する ン ー とし ，学習に

おける習得と の を り れ 「教 せる 」が れ ます。本 には，

「教 せる 」の 実践 が数 れ ます。 の り の 1
とし 「教 る 」は になる し 。（ ）
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る通 の学校・学 に ，特別なニー を は し ます（ と り，す の

が， れ れにニー を ること れ はなりません）。本 は， の な教育が「 ン

ーシ 教育」なの を る る け はな ， りの れます。と

に，特別なニー を の理解 ， ン ーシ な （学 ） りに 解 れ

ます。（ 本 ）

  

教 のし とは，教育実習の中 となる け は りません。 の 間 し 生 を支援

すること，すな 生 指導 要 す。本 は，実践記 を り上 なが ， と教 ，

のケ ，学 り， り等の生 指導の ー を ます。生徒指導とは の ，

生 指導とは，と を におすすめ す。本 は，生 指導の とし す。

（ ）

 

1958 学習指導要領 「道徳の時間」（教科外領域）が導 れまし が，2015 の学習指導

要領一 「特別の教科 道徳」となりまし （小学校・中学校及び特別支援学校小学 ・中学 ）。

「特別の教科 道徳」の実 に は， ま まな が こり， と ば， の に道徳の

を の ， 道徳とは ，な の め にな れまし 。本 は，

な を 道徳教育の け な ，教育実践 り上 ， し ます。（ 本 ）

  

 

「 における教 」と「専 の 」と 2 の 教 に ます。す

な ，本 は，これ 教 となる んが れ る状 を し，教 を す めの

す。教育実習 は実 を 学びを めること 自 の教 の し が ると

ます。（ 本 ）

   

 

教育にお 学びの が れる ，学びの 保 を目指す ュ と の中 が

する学びに 目が ま ます。日 の に目が が な教育実習 は， に ることの

な ュ に 学 ことが 要 す。本 は， の学び ュ をめ

，学習科学，教育 理学，教育 法学等の な れ に る の す。（ ）
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の めの教育 。資 ・ コン ンシーの育 が れる の教育にお ， め

要が ります。本 は， の教育 を ま ， の の を し ます。

学校 を るな ， の教育 に れ にするの はな ，教育に 一

し と ます。本 が の けとなることを ます。（ ）

「 る 」は りの 1 の と れます。 は，「 る」とは の な状 を

指すの 。「 る 」の めには，「 る」と ことを 理的に る 要が ります。本

は，「 る」・「 る」・「な と する」と の に基 「 る」ことを解 し

ます。（ ）

  

学習指導要領は，国に る教育 の基本 す。特別支援学校の教育は， んが小中高と け

教育とは， な ます。 ・ ・ 的 ・ 体 自 な ， の の

の状 が大 なる す。教育内容の 要を お めに ， 一 し （学習

指導要領は， 科学 の ますが， 格がと の ， し

）。（ ）

 

本 は りますが が し をと り す ます。「 」

と の を ることの大 を教 れると ます。 に所 れ

るの ん 。（ ）

の 上 の す。 ま まな の る の育 教育に な

を 解 れ ます。時 的に 内容 りますが， れ を し の る

なまな し 学 のは と ます。こ に所 れ ます。（

）
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特別支援教育の実習お び は， な 語が ます。 に解 れる 語 り

ますが， に れな 語 る し 。ま ， 一 し と る し 。

んなと に のが本 す。1 の ー ー に ， 2 ー 的にまとめ れ

ますの ，理解し す と ます。実習中に指導 を に ， になる し 。（ ）

特別支援教育の基本的な を解 し ます。特に，特別支援教育の 「自 」「通 に

る指導」な は，学生の な んには が と ますの ，一 し 基本を理解し

けると と ます。（ ）

 

特別支援教育の は他機関との が ，教育に関すること け な 法 ， ，

理， と な情報を め れることが ります。この本は， 数の領域に る情報を し お

り， 的に ます。 にと す れ ますが，特別支援教育関 の

に ると の はな と ます。（ 上 ）

特別支援教育の理 法 ，教 の指導 法に ，21 に特別支援教育が まるま の日本

の教育が の な を と に 解 れ ます。コン な

るの ，ま は特別支援教育に関する を学ん にはおすすめ す。（ 上 ）

 

 

「実 機 」「 ー ン 」な ， の る が す ま まな の を

り す 解 し ます。教育・ の基本的な に れ ますの ， になる

と ます。（ ）

本 は，幼 ・ の ン の 体的な が ん れ おり，基礎的

支援 法に 一通り ることが る本 す。 ン には 通の 特 ・記 の

特 が ると れ ますが， な ん す り す 解 れ ますの ん

。（ ）
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本 は自 が れる自 の特別支援学校中学 の生徒に れ

教育実践に し ることが ます。表 的な に れ に 生徒の が を

に る実践を 体 し 。 ，実践を る上 の基 となる理 に の解

れ ます。実践と理 の 自 に 学 ると ます。（

）

の る に し びを通し 教育 支援を る上 になる が

ん記 れ ます。 びの と 理 的な ン ー ， の

， な に り す 解 れ ます。（ ）

次

本 は， に す 外 内 を とし り上 ， 生

す を解 し ます。ま ，これ の に し 学校， 等 の な

をする に 専 が し ます。 に る を 理解し ，

の る の 的な ー 法を り におすすめ す。 し，内容が 所

が ります。 ば， 基 は 2013 は 5 に れ る め， の

と なります。ま ， に関する記 な ， の状 とは なる の まれ ます。（ 上

）

 

自 （ ： ）は一 的にコミュニケーションの と れ ます。し し，

これは 定 の り， 上が の は りません。

本 は，実は る んの日 の の中 が，「お が ことに が けな 」

な 体の を することに ることが語 れます。 を外 け な 内

まし 。（ ）

－ 30 －



学とは「 が し る を， し る のままに記 し とする 」のこと

す。本 は 学の 特別支援教育を す のにな ます。これは，「 」 「定

」な の の外 の基 はな ， の し る ， まり の内 の 要

支援を ることを に要 します。 の を に れることは，教育実習

の を る になる し 。（ ）

，教育 にお の 情 の に し 法に る支援 ー が

れることが ります。本 は 法の基礎 る 学 に し，

の理 的 と 法に に り す 解 れ ます。 法に基 の

支援 法を り は，本 を ん ると と ます。 に 所 れ ます。

（ 上 ） 
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１ 本 ル は，４年次後 に開講される 教職実践演習（幼・小） 等の教職指導に いて されます。

２ ４年次前 （ 属する学部の指 する まで）に学部の教務 に提出してください。

３ 後は 教育実習の記 と一 に インダーに てください。

４ 本 ル は のもと と の いように 確に記 してください。
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目

目
目

目

目

目
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小小学学校校
教科 教科の指導 に関する科

科 科 に る必 事

部科学 で る科 （教育職員免許 施行 第６６ の６）

１ 本 ル は，４年次後 に開講される 教職実践演習（幼・小） 等の教職指導に いて されます。

２ ４年次前 （ 属する学部の指 する まで）に学部の教務 に提出してください。

３ 後は 教育実習の記 と一 に インダーに てください。

４ 本 ル は のもと と の いように 確に記 してください。

５ 科 は で科 得年 を記 してください。
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講 等で学
習し

教育実習で
実践し

等で
験し

教員の 力として
小 必 事

( 教 申より）
指

教職の
教職の 教員の 職務内容 子
どもに する 務を していますか。

 ・  ・  ・  ・ 

教育の ・教育 ・
の

 ・  ・  ・  ・ 

学校教育の 会 ・
・

 ・  ・  ・  ・ 

・ 子ど
も

 ・  ・  ・  ・ 

の  ・  ・  ・  ・ 

子どもの状 に

い 校 特別支援教育
の 会 状 い 等の人

間関 どに いて の子どもの特
状 に の を して

いますか。

 ・  ・  ・  ・ 

者 の受容
者の イスに を
協力を得て に取り む とがで ま

すか。
 ・  ・  ・  ・ 

護者・地 との連
協力

護者 地 との連 ・協力の を
していますか。

 ・  ・  ・  ・ 

同授業実施・ 職
連 連 による

教育実践の実施

者と 同して教育実践を ・ ・
開する とがで ますか。

 ・  ・  ・  ・ 

者との連 ・協力
に いて 者と協力して に取り

む とがで ますか。
 ・  ・  ・  ・ 

行
に いて して の を
り 与 れ を と す

とがで ますか。
 ・  ・  ・  ・ 

に し コ
ミュ ケー ン

会 人関 力
子ども の ・ を し
て に する とがで ますか。

 ・  ・  ・  ・ 

子どもに する

に子どもと を合わ り を い
り し り に りする

ど しみを で する とがで
ますか。

 ・  ・  ・  ・ 

・受容
子どもの に を に受 と

で受容 で する とがで ま
すか。

 ・  ・  ・  ・ 

会人としての 本 会 人関 力
い の人 の し

ど 会人としての 本 事 が に
いていますか。

 ・  ・  ・  ・ 

神戸大学　教育職員免許状取得のための履修カルテ ＜ ＞　 学

（１）必 力に いての

必 力の指

どのよう
験をし( はど
のよう とを
学 の
験等を して
で るように

とを
に記 して

ください。

学校教育に いて
の

教育

子どもに いての
生 学

者との協力 会 人関 力

コミュ ケー ン 生 学

（ の も いもの
が と ります。）

（あてはまるものに クを
れてください。） （ の も いもの

が と ります。）

履履修修カカルルテテ （（初初等等 ））



講 等で学
習し

教育実習で
実践し

等で
験し

教員の 力として
小 必 事

( 教 申より）
指

必 力の指

どのよう
験をし( はど
のよう とを
学 の
験等を して
で るように

とを
に記 して

ください。

（ の も いもの
が と ります。）

（あてはまるものに クを
れてください。） （ の も いもの

が と ります。）

育 ・ 教科
れまで し 教科教育 育
の科 の内容に いて しています

か。
 ・  ・  ・  ・ 

幼稚園教育 ・学
習指導 ・教科書

（小）小学校の教科書 学習指導 の
内容を していますか。
（幼）幼稚園教育 等の内容 の

育者の援 の 等
に し 実践の り に いて

していますか。
※幼・小 免許取得者は 合して

する と。

 ・  ・  ・  ・ 

教育 の に関
する ・知

 ・  ・  ・  ・ 

教育  ・  ・  ・  ・ 

特別 （小のみ）  ・  ・  ・  ・ 

合 学習の時間
（小のみ）

 ・  ・  ・  ・ 

の  ・  ・  ・  ・ 

学習指導 ・
生 の援

 ・  ・  ・  ・ 

教 力
学 育 を す 教 ・ を

する とがで ますか。
 ・  ・  ・  ・ 

授業 力 乳幼児
教育 力

教 研究を生かし 授業を し 生
（子ども）の を し 指導 としてま
と る とがで ますか。

 ・  ・  ・  ・ 

教 ・ 育 開
力

 ・  ・  ・  ・ 

授業・ 育 開力

子どもの を生かし 関 を ま
て 体 で で い 協同 学

を で協力し が 開する とがで
ますか。

 ・  ・  ・  ・ 

表

（小） 書 確 し ど授業
を行う上での 本 表 の を に

ていますか。
（幼） では く 体 でか を

ま て 確 し 体表 の
を に ていますか。

※幼・小 免許取得者は 合して
する と。

 ・  ・  ・  ・ 

ク ス 力

（小）学 を する とがで ま
すか。
（幼）ク スの ・ の指導 を

する とがで ますか。
※幼・小 免許取得者は 合して

する と。

 ・  ・  ・  ・ 

認 と
の を認 し の にむ て

学 る を ていますか。
 ・  ・  ・  ・ 

教育時事 教育

い 校 特別支援教育
の 会 状 い 等の人

間関 どの初等教育に関する
に関 を りに を

とがで ていますか。

 ・  ・  ・  ・ 

教科の指導力

教育実践

教育 ・教科・
育 に関する

知 ・

生 学



　・　 　・　実習

　・　 　・　

　　体験し ン の 前

　　（ ）　　　　

１  本 ル は，４年次後 に開講される 教職実践演習（幼・小） 等の教職指導に いて されます。
２  ４年次前 （ 属する学部の指 する まで）に学部の教務 に提出してください。教職実践演習 後 教員のコ ン を記 の上 します。
３  後は 教育実習の記 と一 に インダーに てください。

（３）教育実習・介護等体験・ の 教職に関する ン 験等の実施状

（２）教職を 指す上で と ている事

（４） 教員か のコ ン

教育実習

介護等体験

の 教職に関する ン
　・　 　・　体験

（スクール ーター ど）



◆◆ 問問いい合合わわせせ一一覧覧

幼稚園・小学校・特別支援学校の教育実習 事前・事後指導 及び教科・教職の科目等

の履修 について な は の で問い合わせ て い

  先先  

科学部 

第二 ン ス事  教 学生     

介介護護等等体体験験について な は の で問い合わせ て い

  先先  

学 部学 教育 ループ 

（ 第一 ン ス 事 ）   

（注 意） 

の 教育実習 ン ッ は に１ け れ を て するの

で 大 に て い

講科目及び などについては 更する とが るので 科学部 第二

ン ス事 教 学生 の に注意 て い

の ン ッ に て 問・ 意 等が たら 科学部 第二 ン

ス事 教 学生 初等教員免許 でお せ い

神戸大学 科学部子ども教育学科 教育実習 ン ッ   ２ ２１（令 ３） 学  

――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――― 

行 

修 

神戸大学 科学部 教 員  

 第二 ン ス事  教 学生  初等教員免許  

 子ども教育学科 子 

（文献紹介） 

深 子 文  

（ ） 

――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――― 


